
自費徴収とさせていただく項目一覧 
                                     令和７年４月１日改定 
 

1． 入院時生活療養費・生活療養標準負担額 

   ※注  標準負担額の軽減については、『限度額適用・標準負担額認定証』で確認が必要です。 

２．口腔ケア用品          
くるリーナブラシ     ５０６円 リフレケア   １,５５８円 
吸引くるリーナブラシ（チューブ付）    ４１７円 スポンジブラシ（50本入）   １,９８０円 
ゆびガード    ４１７円 スポンジブラシ（10本入）     ４４０円 
タクト24（歯ブラシ）    １１０円   

３．病衣用品 
浴衣（Ｓ）・（Ｍ）・（Ｌ） 1枚     ３,３００円 

  ※「入院セットリース」の業者案内。病衣・タオル・日用品・私物洗濯・おむつセットを東洋リネンサプライ（株） 
  との個人契約で利用可能。 

４．予防接種 

インフルエンザ予防接種料金については、接種時期になりましたらお知らせいたします。 

５．診断書・証明書等の交付料 
一般診断書 ３,３００円 おむつ使用証明書 １,１００円 
生命保険診断書 ５,５００円 診療費証明書発行手数料（6月以前又は3月間以上） ２,２００円 
生命保険診断書（後遺症害用） １１,０００円 診療費証明書発行手数料（上記以外） １,１００円 
身体障害者診断書・意見書 １１,０００円 死亡診断書（埋葬許可用） ５,５００円 
障害年金診断書 １１,０００円 死亡診断書（2通目以降、当院用紙） ２,２００円 
臨床調査個人票 ３,３００円 死亡診断書（保険会社指定） １１,０００円 

６．レントゲンコピーフィルムのお持ち帰り （貸し出し以外） ＊診療情報提供書発行以外の場合 

    画像記録用 ＣＤ－Ｒ   1枚      ５５０円 

７．診療開示手数料 
           １時間  ７７０円（コピー代・コピーフィルム料金等は別途となります） 

 
新製品の導入や医療保険の改定等により、項目の追加や価格が変更されることがあります。 

療養病床に入院する65歳以上の患者 
標準負担額 

食費（1食） 居住費（1日） 

一

般 

一般の患者 ５１０円 ３７０円 

厚生労働大臣が定める者   ５１０円    ３７０円 

指定難病患者   ２８０円      ０円 

低

所

得

者

Ⅱ 

低所得者Ⅱ   ２４０円     ３７０円 

低所得者Ⅱ 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下   ２４０円    ３７０円 

重篤な病状等 申請月以前の12月以内の入院日数が90日超   １８０円 

低所得者Ⅱ 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下   ２４０円      ０円 

指定難病患者 申請月以前の12月以内の入院日数が90日超   １８０円 

低

所

得

者

Ⅰ 

低所得者Ⅰ １４０円 ３７０円 

低所得者Ⅰ（重篤な病状等） １１０円 ３７０円 

低所得者Ⅰ（指定難病患者・老齢福祉年金受給者等） 

境界層該当者 

１１０円      ０円 


